
長期欠席者に係る状況調査

総合教育相談室

※この資料は回収致します。
※R５年の数値は暫定となっております。
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資料２



長期欠席者の定義の変更

「欠席日数」の合計が30日以上

（令和２年度から）
「欠席日数」及び「出席停止・忌引き等の日数」の合計が３０日以上

※さいたま市では１５日以上からの報告
⇒早期の把握と支援
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令和５年度から



長期欠席者の理由区分

①病気 ②経済的理由 ③不登校 ④その他
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さいたま市における長期欠席者の出現率（％）
小・中・中等・高等学校
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さいたま市における不登校児童生徒の出現率（％）
小・中・中等・高等学校
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